
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人宮武太の上告理由二の（１）について。

　原判決（一審判決理由を引用）は、留置権の成立のためには留置物が債務者の所

有に属する物であることを要するという見解のもとに、上告人（控訴人）Ａ１は被

上告人（被控訴人）に対し上告人ら主張の本件土地の売買代金返還請求権を有せず、

他に特別の事情の主張立証のない本件においては、右上告人は被上告人に対し本件

土地に関し何らの債権をも有しないものといわなければならないから、右上告人は

被上告人に対し本件土地につき留置権を主張しえない旨説示して、上告人らの留置

権の抗弁を排斥している。

　しかし、留置権の成立要件である民法二九五条一項の「他人ノ物」とは、債権者

以外の者の所有する物をいい、債務者以外の者の所有する物をも含むと解すべきと

ころ、本件において、上告人Ａ１が昭和二九年五月一八日訴外Ｄから原判示の本件

土地を代金九一万五〇〇〇円で買い受け右代金のうち五七万一八七五円を支払つた

が、残代金の支払を怠つたため昭和三〇年一一月頃右売買契約は適法に解除せられ

たことは、原審の確定した事実である。そうすると、代金不払による売買契約解除

の場合には支払いずみ代金をもつて損害賠償金にあてることができる旨の特約がな

された等の特段の事情の認められない限り、上告人Ａ１はＤに対し前記支払いずみ

代金の返還請求権を有するものであつて、右債権は前記土地に関して生じたものと

いうべきであるから、本件土地を占有する右上告人は右債権について弁済を受ける

まで右土地につき留置権を有し、Ｄから本件土地を買い受けた被上告人に対しても

右留置権を主張することができるものといわなければならない。また、原審の確定
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した事実関係によると、上告人Ａ２は、同Ａ１と共に本件建物を使用して本件土地

を占有してきたことが明らかであるから、上告人Ａ２は同Ａ１の右留置権を援用す

ることができると解すべきである。

　しかるに原判決は、前記特段の事情の有無について判断することなく、上告人ら

の留置権の抗弁をたやすく排斥しているのであつて、所論のとおり民法二九五条の

解釈適用を誤り、ひいては審理不尽ないし理由不備の違法をおかしたものといわな

ければならない。

　よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条に従い、裁判官全員

一致の意見をもつて、主文のとおり判決する。
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